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大府市児童老人福祉センター等の設置及び管理に関する条例施行規則  

（趣旨） 

第１条 この規則は、大府市児童老人福祉センター等の設置及び管理に関する条例（昭和

62年大府市条例第４号）第14条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。  

（事業） 

第１条の２ 児童老人福祉センターは、次に掲げる事業を行う。  

(１ ) 児童の健全育成のための事業 

(２ ) 児童の遊び及び学習の場の提供 

(３ ) 子育て世代への支援  

(４ ) 高齢者の健康増進及び教養向上のための事業  

(５ ) 高齢者のレクリエーションの機会の提供  

(６ ) その他市長が必要と認める事業 

２ 児童センターは、前項に規定する事業のうち第１号から第３号まで及び第６号に掲げ

る事業を行う。 

（利用対象者） 

第２条 児童老人福祉センターを利用できる者は、次の各号のいずれかに該当するものと

する。 

(１ ) 児童及び児童健全育成のための諸団体  

(２ ) 高齢者及び高齢者の福祉の増進のための諸団体  

(３ ) その他市長が必要と認めたもの 



２ 児童センターを利用できる者は、前項に規定する者のうち第１号又は第３号に該当す

るものとする。 

（利用時間） 

第３条 児童老人福祉センター及び児童センター（以下「センター」という。）の利用時

間は、午前９時から午後６時までとする。 

２ 館長が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、利用時間を変更す

ることができる。 

（休館日） 

第４条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要があると認めた場

合には、休館日を変更し、又は臨時休館日を定めることができる。 

(１ ) 毎月の第２日曜日及び第４日曜日（これらの日が国民の祝日に関する法律（昭和

23年法律第178号）に規定する祝日（以下「祝日」という。）に該当する場合は、その

翌月曜日） 

(２ ) 祝日 

(３ ) 12月 28日から翌年１月４日まで 

２ 館長は、臨時休館日を決定するに当たっては、５日前までにその旨を市長に届け出る

とともに、適宜な方法によりこれを公示しなければならない。 

（利用の手続） 

第５条 条例第５条第１項の規定により、センターの利用の許可を受けようとする者は、

個人にあっては利用の際に児童（老人福祉）センター利用簿により申し込み、団体にあ

っては児童（老人福祉）センター利用許可申請書（第１号様式。以下「申請書」という。）

を利用しようとする日の７日前までに市長（条例第 11条第１項に規定する指定管理者の

指定をした場合にあっては、指定管理者。以下この条において同じ。）に提出しなけれ

ばならない。 

２ 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、児童（老

人福祉）センター利用許可書（第２号様式。以下「許可書」という。）を交付するもの

とする。 

３ 市長は、前項の規定により許可書を交付した後、運営上特別な必要が生じたときは、

利用者に使用日又は使用部屋の変更を命ずることができる。 

（利用者の遵守事項） 



第６条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。  

(１ ) 所定の場所以外の場所において飲食し、又は火気を使用しないこと。  

(２ ) 他人に迷惑となる物品を携帯し、又は動物を連行しないこと。  

(３ ) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。  

(４ ) 施設、附属設備又は備品を汚損、損傷又は滅失しないこと。  

(５ ) 許可を受けないで、施設内において物品等の展示、販売、金品の募集又はこれに

類する行為をしないこと。 

(６ ) その他管理上必要な指示に従うこと。  

（喫煙の禁止） 

第６条の２  何人も、施設及びその敷地（駐車場を含む。）において喫煙をしてはならな

い。 

（利用後の届出） 

第７条 利用者は、センターの利用を終了したときは、直ちに附属設備又は備品を原状に

復し、その旨を職員に届け出なければならない。  

２ 利用者は、施設、附属設備若しくは備品を汚損、損傷若しくは滅失したとき、又は事

故が発生したときは、直ちにその旨を職員に届け出なければならない。  

（指定管理者の指定の申請） 

第８条 条例第12条第１項の規定による申請は、市長が定める期間内に、児童（老人福祉）

センター指定管理者指定申請書（第３号様式）を市長に提出することにより行うものと

する。 

２ 前項の申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(１ ) 定款又はこれに準ずるもの 

(２ ) 法人である場合にあっては、登記事項証明書又はこれに準ずるもの  

(３ ) 指定管理者が行う業務の実施に関する計画を記載した書類  

(４ ) 市長が指定する事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるもの  

(５ ) 職員配置計画書、経費見積書その他の組織及び運営に関する事項を記載した書類  

(６ ) 事業経歴及び現に行っている業務の概要を記載した書類  

(７ ) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類  

（事業報告書の提出） 

第９条 指定管理者は、地方自治法（昭和 22年法律第67号）第244条の２第７項の規定によ



り、毎年度終了後30日以内に、事業報告書を市長に提出しなければならない。  

（委任） 

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。  

附 則 

この規則は、昭和62年４月１日から施行する。  

附 則（平成３年３月30日規則第11号） 

この規則は、平成３年４月１日から施行する。  

附 則（平成７年３月30日規則第20号） 

この規則は、平成７年４月１日から施行する。  

附 則（平成９年３月27日規則第14号） 

この規則は、平成９年４月１日から施行する。  

附 則（平成10年３月24日規則第16号） 

この規則は、平成10年４月１日から施行する。  

附 則（平成26年６月27日規則第26号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成27年２月１日から施行する。ただし、第５条第１項の改正規定（「市

長」の次に「（条例第 11条第１項に規定する指定管理者の指定をした場合にあっては、

指定管理者。以下この条において同じ。）」を加える部分に限る。）、第８条を第 10条

とし、第７条の次に２条を加える改正規定及び第２号様式の次に１様式を加える改正規

定並びに附則第３項の規定は、公布の日から施行する。 

（大府市児童センター運営規則の廃止） 

２ 大府市児童センター運営規則（昭和 45年大府市規則第 29号）は、廃止する。 

（準備行為） 

３ 第５条の規定による利用の手続及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この規則

の施行前においても行うことができる。 

（経過措置） 

４ この規則の施行前に改正前の大府市児童老人福祉センターの設置及び管理に関する条

例施行規則（以下「旧規則」という。）の規定によりされた処分、手続その他の行為は、

改正後の大府市児童老人福祉センター等の設置及び管理に関する条例施行規則（以下「新

規則」という。）中にこれに相当する規定がある場合には、当該規定によりされたもの



とみなす。 

５ この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づき作成されている第１号様式による用紙

は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。  

附 則（平成31年３月29日規則第27号） 

この規則は、平成31年４月１日から施行する。  

附 則（令和３年３月29日規則第43号） 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。  

 


